
第４次東大阪市ひとり親家庭自立促進計画 

令和４年度事業実施状況の公表について

東大阪市子どもすこやか部子育て支援室子ども家庭課
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令和４年度「第４次東大阪市ひとり親家庭自立促進計画」の 

事業実施状況について 

本市では、ひとり親家庭の増加や地域の実情を踏まえ、平成１８年３月に「東大阪市ひとり親家庭自立促

進計画」を、平成２３年３月に「第２次東大阪市ひとり親家庭自立促進計画」を、平成２８年３月に「第３

次東大阪市ひとり親家庭自立促進計画」を策定し、ひとり親家庭の自立支援を的確かつ総合的に推進してい

くために、関係機関と連携を図りながら、就業支援や子育て・生活面の支援、相談機能や情報提供の充実等

に努めてまいりました。第３次計画が令和２年度で終了することから、第３次計画の評価を踏まえ、令和３

年度から２年間の「第４次東大阪市ひとり親家庭自立促進計画」を令和３年３月に策定いたしました。本計

画は、（１）生活の支援、（２）教育の支援、（３）ひとり親家庭等に対する就労の支援、（４）経済的な支

援を４本の柱とし、施策の内容を充実させ、関係機関との連携を図りながら、総合的にひとり親家庭に対す

る施策を推進します。この度、令和４年度について各事業の実施状況の主なものについて公表します。 

１．計画の基本目標 

基本目標 ひとり親家庭の一人ひとりが安心して暮らせ、子育ての喜びが実感できるまち 

基本的な姿勢 

・きめ細やかな福祉サービスを提供し、また、ひとり親家庭の状況に応じた情

報を積極的に提供し、ひとり親家庭の自立を支援する仕組み作りを進めます。

・ひとり親家庭の子どもが安心して、自分らしくいられるよう、生活環境を整

備します。 

・ひとり親家庭であることが不利にならない社会を実現するため社会に働きか

けます。 

施策の基本的な 

方向 

(1) 生活の支援～くらしを応援～ 

  ①保護者の生活支援 

  ②関係機関が連携した包括的な支援の提供 

  ③住宅の支援 

④相談機能の充実 

⑤子どもの居場所づくり 

⑥養育費の取り決めの推進 

(2) 教育の支援～まなびを応援～ 

  ①学校等での子どもへの支援 

  ②就学支援の充実 

  ③大学等進学に対する教育機会の提供 

(3) ひとり親家庭等に対する就労の支援 

  ①ひとり親家庭等に対する就労の支援  

(4) 経済的支援 

  ①経済的支援 
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２．主な事業の実績 

計画の「第４章 具体的な自立支援プログラム、２．具体的施策の方向」に掲載されている、ひとり

親家庭自立促進に関する実施事業の主な実績を紹介します。 

（１）生活の支援 ～くらしを応援～ 

 ①保護者の生活支援 

施策名 内     容 令和４年度事業実績 所管課 

保育所（園）や認

定こども園等へ

の優先入所 

未就学児のいるひとり親家庭の親が

安心して就業や求職活動を行えるよ

う、保育所（園）や認定こども園等へ

の入所の優先度を高めます。 

令和５年４月１日 

新規入所 1903 人中ひとり親家庭

144 人 

施設利用相

談課 

病児・病後児保育

事業の充実 

子育てと就労支援の一環として、幼稚

園や保育所（園）、認定こども園等に

通所している児童もしくは、小学校１

年生から３年生までの児童が、病気等

の「回復期」もしくは、「回復期に至

らない場合」で集団保育が困難な場

合、児童を預かり保育や看護を行いま

す。 

【民間分】 

実施箇所数 ３か所 

延べ利用児童数：1037 人 

施設給付課 

【公立分】 

利用児童数 ０人 

保育課 

留守家庭児童育

成クラブの充実 

小学生（１～６年生）を対象とし、放

課後に保護者が労働等により家庭に

いない児童を預かり、児童の健全な育

成を図ります。 

入会児童数 4,148 人（令和４年

５月１日現在） 

青少年教育

課 

子育て短期支援

事業（ショートス

テイ、トワイライ

トステイ） 

【ショートステイ】 

保護者が出産・疾病・看護、事故及び

災害等の理由により一時的に家庭に

おいて養育できない場合に、７日以内

の範囲で子どもを預かり養育を行っ

ています。 

【トワイライトステイ】 

保護者が仕事のため帰宅が夜間にな

る場合や、休日に不在となる場合等

に、夕刻から夜までの間、子どもを預

かり養育を行っています。 

ショートステイ利用実績 

延 30 人、延 225 日 

市民税非課税世帯でひとり親世

帯については、利用者負担額０円

としている。 

子ども相談

課 
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ファミリー・サポ

ート・センター事

業の充実 

仕事と家庭の両立を支援するため、子

育ての援助が必要な人と援助ができ

る人が会員となり、相互の扶助活動を

支援します。 

登録会員数  398 人 

  援助会員 105 人 

  依頼会員 281 人 

  両方会員 12 人 

援助活動 1441 件 

会員養成講座（３回）、交流会（２

回）、子育て講座（４回） 

施設給付課 

②関係機関が連携した包括的な支援の提供 

施策名 内     容 令和４年度事業実績 所管課 

小地域ネットワ

ーク事業 

地域の高齢者、障害者(児)、及び子育

て家庭等、支援を必要とする人が安心

して生活できるように、地域住民によ

る「支え合い」「助け合い」活動を展

開し、あわせて地域における福祉の啓

発と住みよい福祉のまちづくりを進

めています。 

子育て中の親に対する個別援助

活動 延 7,425 回 

グループ援助活動（子育てサロ

ン）の参加者 延 294 人 

地域福祉課 

地域における相

談機能の充実 

地域における民生委員・児童委員、主

任児童委員、母子福祉推進委員が、ひ

とり親家庭の抱える悩みについて相

談に応じ、各種サービスの紹介等、関

係機関と連携して見守っています。 

【コミュニティソーシャルワーカー】

高齢者や障害者、子育て中の方等の暮

らしの中の困りごとや悩みごとに対

して、見守りや課題の発見、相談援助、

必要なサービスや専門機関へのつな

ぎ等をするなど、課題を解決するため

の支援を行っています。 

コミュニティソーシャルワーカ

ー 

 相談人数 1,046 人 

 相談内容による分類 53,920

件 

 うち、子育て・子どもの教育に

関すること 2,104 件 

地域福祉課 

民生委員・児童委員による相談支

援件数 

令和４年度 16,972 件 

生活支援課 

母子福祉推進委員による相談件

数 延 88 件 

子ども家庭

課 

母子・父子自立支

援員による相談

活動 

各福祉事務所に配属された母子・父子

自立支援員が、母子父子寡婦福祉資金

の貸付等の手続き業務をはじめ、住宅

や生活、子育ての問題、就業相談・支

援、離婚・離婚前相談等、ひとり親家

庭に対して自立に必要な情報提供や

相談にあたっています。 

相談件数 566 件 子ども家庭

課 

各福祉事務

所 
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⑤子どもの居場所づくり（居場所づくりによる支援） 

施策名 内     容 令和４年度事業実績 所管課 

子どもの居場所

づくり支援事業 

子どもの居場所づくりを実施する地

域のボランティアや NPO、事業所等と

協働し、意見交換や情報共有を行うネ

ットワークを構築します。また、子ど

もたちの発想や思いが大切にされる

ような居場所づくりの支援を行いま

す。 

本市における子どもの居場所が

広がるように、小学生を対象とし

て、地域の子どもの居場所におい

て、学校の宿題や自主学習の補助

を行うことで、学習習慣の定着を

目的とする事業。併せて、子ども

の居場所でレクリエーションや

施設利用者との交流なども実施

した。 

令和４年度当初は令和３年度に

引き続き新型コロナウイルス感

染症の影響で市内 10 ヵ所のうち

６ヵ所のみでの実施となったが

令和４年 11 月に１ヵ所新規開設

し、７ヵ所での実施となった。 

子ども家庭

課 

生活困窮者自立

支援事業（学習等

支援事業） 

生活保護世帯や生活困窮世帯等の子

どもたちの健やかな育成を推進する

ため、学習支援や子どもへの居場所の

提供等の取組により、貧困の連鎖の防

止に繋げることを目的とし、中学生を

対象に事業を実施しています。 

令和４年度は新型コロナの影響

もあったが、５月より事業をスタ

ートさせた。

毎週火曜日または木曜日に本庁

もしくはユトリートにて、中学生

を対象に実施しており、参加人数

は 24名、開催回数は 50回、延べ

373 名 

生活支援課 

 ⑥養育費確保に関する取り決めの促進 

施策名 内     容 令和４年度事業実績 所管課 

養育費・離婚前相

談事業 

離婚前相談から養育費、親権問題等ひ

とり親特有の相談に対し、弁護士によ

る相談窓口を毎月開設するとともに、

児童扶養手当現況届提出期間に合わ

せて弁護士による法律相談窓口を開

設し、養育費の確保及び相談支援の充

実等を図っています。 

法律相談 53 人 子ども家庭

課 

養育費確保支援

事業 

継続した養育費支払いの履行確保を

図ることを目的に、ひとり親家庭を対

象に、保証会社と養育費保証契約を締

結する際の本人負担費用の初年度分

＜支給件数＞ 

養育費保証促進補助金 １件 

公正証書等作成支援補助金 19

件 

子ども家庭

課 
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を補助します。なお、１件当たりの補

助の上限額は５０，０００円です。 

（２）教育の支援 ～まなびを支援～ 

 ①学校等での子どもへの支援 

施策名 内     容 令和４年度事業実績 所管課 

スクールカウン

セラーの配置 

児童・生徒のいじめや不登校、問題行

動等への対応にあたって児童・生徒の

臨床心理に関して高度な専門的知

識・経験を有するスクールカウンセラ

ーを配置しています。 

全中学校区に府費でスクールカ

ウンセラーを配置。 

カウンセラー相談回数 

児童生徒より 延 2,195 回 

 保護者より 延 1,505 回 

 教員より 延 6,311 回 

全中学校区において、定期的に開

催されるいじめ・長欠・不登校対

策ブロック会議にスクールカウ

ンセラーが参画。 

学校教育推

進室 

スクールソーシ

ャルワーカーの

配置 

児童・生徒のいじめや不登校、問題行

動等への対応にあたって福祉的な専

門的知識・経験を有するスクールソー

シャルワーカーを配置しています。 

・15 小学校を拠点校にスクール

ソーシャルワーカーを配置。 

・園児・児童・生徒のケース会議

に、スクールソーシャルワーカ

ーを派遣。（いじめ・不登校・

虐待など） 

・全中学校区において、定期的に

開催されるいじめ・長欠・不登

校対策ブロック会議に、派遣要

請に応じてスクールソーシャ

ルワーカーが参画。 

・福祉との接続のため、関係機関

と連携、同行支援等を実施 

学校教育推

進室 

教育・発達相談事

業 

「相談員派遣事

業」 

「電話相談」 

教育センターの相談員を派遣し、市立

学校園における相談機能の充実を図

ります。また、子どもや保護者・市民

向けの電話相談窓口を設置し、子ども

自身が抱える悩みや子どもの養育等

の悩みに関する相談を行います。 

「派遣相談」活動回数 5,423 回

「電話相談」受付件数 185 件 

教育センタ

ー 

留守家庭児童育

成事業 

留守家庭児童育成事業は、労働等によ

り昼間家庭にいない保護者を持つ児

童に対し、小学校の余裕教室等を活用

して児童の安全確保と遊びを主とし

た生活指導を行い、児童の健全育成を

入会児童数 4,148 人 

（令和４年５月１日現在） 

青少年教育

課 



6

図るための事業です。本市では、平成

30 年度から公募により選定された事

業者が運営主体となり、市の委託を受

けて学校敷地内で運営しています。現

在、本市では 50 クラブを開設してお

り、内 38クラブは民間事業者、９ク

ラブは NPO 法人、３クラブは一般社団

法人が運営しています。 

③大学等進学に対する教育機会の提供 

施策名 内     容 令和４年度事業実績 所管課 

母子・父子・寡婦

福祉資金の貸付 

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の

方等を対象として、修学資金・就学支

度資金等を貸付する制度です。 

※貸付金には、有利子・無利子のもの

があります。 

新規貸付 ０件 

継続貸付 ３件 1,136,000 円 

子ども家庭

課 

（３）ひとり親家庭等に対する就労の支援 

 ①ひとり親家庭等に対する就労の支援 

施策名 内     容 令和４年度事業実績 所管課 

母子家庭等就

業・自立支援セン

ター事業 

ひとり親家庭の親を対象に就業支援

講習会や就業相談等を実施していま

す。 

就業相談 62 人 

就業支援講習会 

パソコン初級（ワード・エクセル

試験対策）講座、介護職員初任者

研修、実務者研修、登録販売者試

験対策講座など12講座 34人受

講 

子ども家庭

課 

母子・父子家庭自

立支援給付金事

業 

【自立支援教育訓練給付金】 

母子家庭の母や父子家庭の父が教育

訓練講座を受講した場合に当該母子

家庭の母や父子家庭の父に対し経費

の一部を支給しています。 

【高等職業訓練促進給付金】 

母子家庭の母や父子家庭の父が就職

の促進に効果の高い資格の取得を目

指すために養成機関で修業する場合

に、一定期間高等職業訓練促進給付金

を支給しています。 

・自立支援教育訓練給付金 

 ６件 307,530 円 

・高等職業訓練促進給付金 

 30 件 38,862,000 円 

・高等職業訓練修了支援給付金 

 ７件 350,000 円 

子ども家庭

課 
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母子・父子自立支

援プログラム策

定事業 

児童扶養手当受給者の自立を促進す

るために、個々の児童扶養手当受給者

の状況等に対応した自立支援プログ

ラムを母子・父子自立支援員が策定

し、母子家庭等就業・自立センター事

業等の活用やハローワーク等の関係

機関との連携を図りながら、きめ細か

で継続的な自立・就労支援を実施して

います。 

プログラム策定件数 ５件 子ども家庭

課 

各福祉事務

所 

地域就労支援事

業 

障害者、母子家庭の母、中高年齢者等

で、就労意欲がありながら、さまざま

な阻害要因を抱えているため就労で

きない就労困難者等に対して就労支

援を行っています。 

相談件数 180 件 

うち、ひとり親家庭の親の就労相

談件数 ０件 

労働雇用政

策室 

就活ファクトリ

ー東大阪 

39 歳以下の若者と女性（女性は年齢

制限無し）を対象に、相談及びキャリ

アカウンセリング業務と各種セミナ

ー及び企業・人材交流業務を実施して

います。 

ひとり親に特化した事業ではな

い（ひとり親というカテゴリーで

の集計は実施していない） 

対象：39歳以下と女性（年齢不問）

新規登録者数 873 名 

相談件数 1,204 件 

就職者数 406 名 

セミナー回数 208 回 

セミナー参加者数 1,629 名 

労働雇用政

策室 

保護者の学び直

しの支援の検討 

より良い条件での就職や転職に向け

た可能性を広げ、正規雇用を中心とし

た就業につなげていくために、ひとり

親家庭の親の学び直しの支援を検討

します。 

相談件数 ０件 

受講修了時給付金受給件数 ０

件 

合格時給付金受給件数 ０件 

子ども家庭

課 

トライアル雇用

支援金の活用促

進 

国（ハローワーク）はトライアル雇用

奨励金制度により、母子家庭の母等の

雇入れを促進しており、本市において

も、事業所に対して、若年者等トライ

アル雇用支援金制度により補助して

おり、母子家庭の母、父子家庭の父等

の雇入れを促進するよう働きかけま

す。 

１事業所１件 労働雇用政

策室 
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（４）経済的支援 

 ①経済的支援 

施策名 内     容 令和４年度事業実績 所管課 

母子・父子・寡婦

福祉資金の貸付 

20 才未満の子どもを養育している母

子家庭、父子家庭への貸付制度です。

（貸付の種類）修学資金、就学支度資

金、技能習得資金、生活資金など。 

新規貸付 ０件 

継続貸付 ３件 1,136,000 円 

子ども家庭

課 

各福祉事務

所 

ひとり親家庭医

療費の助成 

児童扶養手当、遺族年金等を受けてい

る、もしくはそれに準ずる基準を満た

すひとり親（父、母または養育者とそ

の子）の方が、医療機関等で受診した

ときに支払う保険診療にかかる自己

負担額の一部を助成しています。 

124,992 件 医療助成課 

児童扶養手当事

業 

ひとり親家庭（父または母が政令で定

める程度の障害の状態にある場合等

も含む）の父母、または父母に代わっ

てその児童を養育している方に児童

扶養手当を支給する制度です。支給期

間は児童が 18歳に達した日以後の最

初の３月末まであるいは、政令に定め

る程度の障害がある場合は 20歳未満

までです。 

※所得制限あり。 

年度末受給者数  4,125 人 国民年金課 


